
○
厚
生
労
働
省
令
第
三
号

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
需
給
計
画
の
記
載
事
項
）

（
需
給
計
画
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
原
料
血

漿

第
十
六
条

法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
原
料
血

漿

し
よ
う

し
よ
う

の
有
効
利
用
に
関
す
る
重
要
事
項
は
、
原
料
血

漿

を
血
液
製
剤
（
法
第
二

の
有
効
利
用
に
関
す
る
重
要
事
項
は
、
原
料
血

漿

を
血
液
製
剤
（
法
第
二

し
よ
う

し
よ
う

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
血
液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
血
液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
販

売
業
者
又
は
製
造
業
者
（
以
下
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
配
分

売
業
者
又
は
製
造
業
者
（
以
下
「
製
造
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
配
分

す
る
際
の
標
準
価
格
及
び
そ
の
量
並
び
に
当
該
年
度
に
輸
出
さ
れ
る
と
見
込

す
る
際
の
標
準
価
格
及
び
そ
の
量
を
含
む
も
の
と
す
る
。

ま
れ
る
血
液
製
剤
の
種
類
及
び
そ
の
量
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
需
給
計
画
作
成
の
た
め
の
届
出
事
項
）

（
需
給
計
画
作
成
の
た
め
の
届
出
事
項
）

第
十
七
条

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
十
七
条

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

翌
年
度
に
お
い
て
供
給
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
液
製
剤
の
種
類
ご
と
の

（
新
設
）

量
七

翌
年
度
に
お
い
て
輸
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
液
製
剤
の
種
類
ご
と
の

（
新
設
）

量
八

（
略
）

六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
実
績
報
告
）

（
実
績
報
告
）

第
十
八
条

血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

第
十
八
条

血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
月
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
月
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提

載
し
た
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
血
液
製
剤

出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
血
液
製
剤

に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
る
期
限
ま
で
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
月
間
に
輸
出
し
た
血
液
製
剤
の
種
類
ご
と
の
量

（
新
設
）



四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
血
液
製
剤
の
安

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
血
液
製
剤
の
安

定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
血
液
製
剤
の

定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
血
液
製
剤
の

製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
、
血
液
製
剤
の
製
造
、
輸
入
又
は
輸
出
の
実
績
に

製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
、
血
液
製
剤
の
製
造
又
は
輸
入
の
実
績
に
関
し
報

関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


